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国の文化財の追加指定及び登録について 

 

 

１ 国の文化審議会（会長 馬淵
ま ぶ ち

 明子
あ き こ

）は、平成２８年１１月１８日 (金)

 に、国の名勝である成巽閣
せいそんかく

庭園
ていえん

（金沢市）に追加指定を行い、    

旧
きゅう

渡辺
わたなべ

材木店
ざいもくてん

店舗兼
てんぽけん

主屋
しゅおく

（金沢市）を国の登録有形文化財（建造物）

とするよう、文部科学大臣に答申した。 

 

２ 今回の答申どおり指定等されれば、県内の国指定名勝は９件（特別名

勝兼六園１件を含む）、国登録有形文化財（建造物）は２５０件となる。 

 

 

 

 

 



「成
せい

巽
そん

閣
かく

庭
てい

園
えん

」 
 

１ 名  称 成巽閣庭園 

 

２ 所 在 地 石川県金沢市兼六町８３番１外 １筆 

 

３ 指定面積 ６，６０７．１５㎡ 

  ［既指定面積］ 

  ・１，０６５．６５㎡ 

  ［追加指定面積］ 

  ・５，５４１．５０㎡ 

 

４ 所 有 者 公益財団法人 成巽閣 

 

５ 概  要 

  成巽閣庭園は、金沢市の市街地に所在する特別名勝兼六園の南に隣接して

位置し、加賀藩１３代前田斉
なり

泰
やす

の母である真
しん

龍
りゅう

院
いん

の隠居所として文久３年

（１８６３）に造営された巽
たつみ

御殿とともに、まず主庭が築かれた。 

書院と茶室、水屋から成る清
せい

香
こう

軒
けん

に面する主庭（飛
ひ

鶴庭
かくてい

）は、水流を有す

る清
せい

邃
すい

な平庭の優れた事例として、昭和４年（１９２９）に国の名勝に指定

されている。 

巽御殿は、明治７年（１８７４）に「成巽閣」と改称され、この頃に主庭

から分水して、万
お

年
も

青
と

の廊下の縁先に面する中庭（万年青の縁庭園）に遣
やり

水
みず

と

して通じさせ、築山
つきやま

を設け、深山幽谷の景趣が演出された。 

明治４２年（１９０９）には、東宮（後の大正天皇）の北陸行啓を契機と

して、前庭に表門、馬車回し、玄関が整備された。また、つくしの廊下の縁

先に面する中庭（つくしの縁庭園）では既存の能舞台を除却した後、主庭か

ら続く水路を直流から緩やかな曲流に造り替え、平明な風情が演出された。 

昭和２４年（１９４９）の前田家駒場本邸から煎茶席三華亭が移築された

頃には、現在の主庭、中庭、前庭からなる成巽閣の地割りが整ったとされる。 

以上のように、成巽閣庭園は幕末以来、時代を重ねて整えられてきた庭園

であり、その調和が優れていることから、既指定の主庭に、中庭及び前庭を

含む区域を追加し、全体の保護を図るものである。 



成巽閣庭園の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



● 既指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【既指定地】主庭（飛鶴庭） 

 

 

● 追加指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加指定地】中庭（つくしの縁庭園） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加指定地】中庭（万年青の縁庭園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加指定地】前庭 



「旧渡辺
きゅうわたなべ

材木店
ざいもくてん

店舗兼
てんぽけん

主屋
しゅおく

」 
 

１ 名  称 旧渡辺材木店店舗兼主屋 

 

２ 所 在 地 石川県金沢市東山２丁目１−７ 

 

３ 構造、形式 木造 2 階建、瓦葺 

 

４ 建築面積 135.3 ㎡ 

 

５ 所 有 者 個人 

 

６ 概  要  

 渡辺家はもと春日町で菓子店を営んでいたが、明治 30（1897）年に、火事で

空き地になった北国街道沿いの現地に家を新築し材木商を始め、大正 8（1919）

年には道路の拡幅に伴い 5 間ほど曳家をした。 

間取りは、間口 5 間、2 列 3 段型で 2 列型町家の典型的な間取りである。1

階のザシキは 8 畳で長押
な げ し

がないのに対して、2 階のザシキは 10 畳で長押を付け

ている。このことから明治期から許された 2 階屋において、2 階に格式の高い

空間を配置し、多くの町家で主ザシキが 2 階となっていた一つの典型的な例で

ある。 

表構えは、金沢の町家の背が高くなり始めた頃のものであり、1 階庇下にサ

ガリが付き、ミセノマの格子裏に蔀
しとみ

戸
ど

が納められており、当時の金沢の町家の

特徴を見せる典型といえる。 

 平成 21 年には内部の改修を行っており、現在はギャラリーとして活用されて

いる。 
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旧渡辺材木店店舗兼主屋　外観

旧渡辺材木店店舗兼主屋　２階オクザシキ
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